
長崎県私立高等学校離島高校生修学支援費補助金（Ｒ４年度)               

本土または公立高校が設置されている離島と橋梁等で繋がっておらず、かつ、高等学校

等が設置されていない離島（以下、「高校未設置離島」という。）から県内の私立高校に進

学した生徒の保護者の経済的負担を図るため、生徒の通学に要する交通費または居住費に

ついて補助します。

対象離島                                    

○県内の主な高校未設置離島

市町名 主な離島名 市町名 主な離島名

長崎市 池島、高島 五島市 久賀島、椛島、嵯峨島

佐世保市 黒島、高島 西海市 平島、江島、松島

平戸市 度島、大島 壱岐市 大島、長島、原島

松浦市 青島 小値賀町 大島

※これらの離島以外にも本土等と橋梁で繋がっていない等、高校未設置離島の条件を満

たす場合には、補助対象となります。

補助額及び補助対象経費                               

「通学費」または「帰省費及び居住費」のいずれかについて、月額２０，０００円を上

限に補助します。（１人あたりの年額２４０，０００円）

○補助対象経費

補助対象 補助対象経費の内容

通学費
県内の私立高校に通学するための経費のうち、船賃全額。

帰省費

本土または他の離島の民間アパートや寄宿舎等に居住している

生徒が、高校未設置離島の自宅へ帰省するための交通費。

ただし、月額２０，０００円未満の下宿賃等を支払っている場

合にのみ、差額分を帰省費として支給します。

居住費
本土または他の離島の民間アパートや寄宿舎等に居住するため

の経費のうち、下宿賃等。

  ※１ヶ月あたりの補助金支給額に１００円未満の端数が生じた場合は、切捨てた額を

支給します。

その他                                   

○県内の公立高校に通学する生徒については、県教育庁教育環境整備課が同様の補助を

行っています。

     

問合せ                                    

○長崎県総務部学事振興課 095-895-2282


